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利益計算構造の理論分析
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Ⅰ は じ め に

本稿は，複式簿記の説明モデル（以下たんに「説

明モデル」という場合もある）にもとづいて会計

における利益計算構造を純粋理論的に記述するこ

とを目的としている⑴。その作業を通じて，複式簿

記の背後にある基礎的仮定とその理論的含意を改

めて描出してみたいと思う。本稿での検討が，複

式簿記とは何かを洞察するさいの一助ともなれば

幸いである。

Ⅱ 複式簿記の説明モデル

１ モデルの理論的基礎―会計測定の３公理―

本稿で用いる説明モデルは，今日の会計人に共

有されている（と思われる）複式簿記の標準的な

理解を，単純な概念の組合せによって再構成した

ものであり，Ijiri（1967）で提示された「会計測定

の３公理」を主要な理論的淵源としている。そこ

で，この節では，当該３公理の定義と機能を概観

し，それらと説明モデルの関係を説明することで，

モデルの理論的基礎を明らかにしておきたいと思

う。

Ijiri（1967，69）によれば，会計の目的は，「ある

主体の経済事象を伝達すること」であり，「その経

済事象は主体の支配下にある経済財およびその変

動で識別される」とされる。会計測定の３公理は，

「こういう会計の目的を達成するのに必要」な規準

として提示されたものであり，「支配」（control），

「数量」（quantity），「交換」（exchange）からなる。

支配は，「数知れない多くの経済財のなかでどれ

が主体の支配下にあるかを認識」（Ijiri1967，84）す

るための規準であり，当該公理にもとづいて会計

における認識の対象が確定される。数量は，「財を

分類し各種類ごとに加法性および無差別性をもと

にして数量測度を定義」（Ijiri1967，84）するための

規準であり，当該公理にもとづいて財が数量的に

表現される。交換は，「どの財がどの財と交換され

たかを認識する」（Ijiri1967，84）ための規準であり，

当該公理にもとづいて財の変動が増分と減分の因

果関係で認識される。

２ モデルの提示―井尻モデルの修正―

Ijiri（1967，109）では，「複式簿記の本
・
質
・
的
・
な
・
要
・

素
・
は主体財産の変動を増分と減分との因果関係で

把握する点にある」（傍点引用者）とされ，当該因

果関係の把握の規準となる交換公理がとりわけ重

視されている。かかる観点から，Ijiri（1967）では，

①「複式簿記の複式たるゆえんは〔……〕，得た財

と失った財との間に因果関係を認め，前者の価額

を後者の価額に等置するところの原価主義にその

根源をもつ」（107）という解釈（複式簿記と原価

主義の関係性に関する解釈）と，②「借方はつね

に増分（または減分の取消し）を表わし貸方はつ

ねに減分（または増分の取消し）を表わす」（109）
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という解釈（複式簿記の因果性に関する解釈）が

示されている。

Ijiri（1967）では，会計測定の3公理とそこから

誘導される以上の諸解釈にもとづいて慣習的な複

式簿記の構造と特徴が純粋理論的に記述されてい

る。Ijiri（1967）で示された複式簿記の純粋理論モ

デルを，ここでは井尻モデルと呼ぶことにする。

Ijiri（1967）は，会計測定の純粋理論分析という会

計研究の新領域を切り拓いたものであり，そこで

提示された井尻モデルは複式簿記の公理的構造を

理解するうえで大きな学術的貢献をもたらした。

しかし，私見によれば，井尻モデルにおいて改善

されるべき点が皆無というわけではない。具体的

にいえば，上記②の解釈に依拠して複式簿記の全

体構造を説明するためには，「請求権分類（すなわ

ち負債および資本―引用者注）に属する各科目を

〔……〕，未来現金の減分，すなわち消極未来現金

と考えることが必要となる」（Ijiri1967，108）という

点が，とりわけ問題であろう。「請求権の増加」を

「未来現金の減分」と考えるのは，概念的な擬制が

やや過剰であり，直感的には理解しにくい説明と

なっている。

複式簿記に関する会計人の標準的な理解を，「す

べての費用及び収益は，その支出及び収入に基づ

いて計上し，その発生した期間に正しく割り当て

られるように処理しなければならない」とする企

業会計原則（第二の一のA）の命題に求めた場合，

収入・支出を鍵概念としてモデルを再構成した方

が，複式簿記のより理解しやすい説明が可能とな

るように思われる。そこで，本稿では，「借方は財

の増分を表し，貸方は財の減分を表す」という因

果性を，「貸借の一方は現金収支を表し，他方はそ

の原因事象を表す」という因果性によって置き換

える修正を，井尻モデルに施すことにする。借方

に現金収入を，貸方に現金支出をそれぞれ配置す

るとすれば，当該修正モデルの原型は以下のよう

に示すことができる。

（借)現金収入 ××× (貸)原因事象 ×××

（借)原因事象 ××× (貸)現金支出 ×××

この説明モデルにおいては，現金収支が，Ijiri

（1967）で提示された３公理の機能を縮約してい

る。すなわち，現金の支払・受領という行為に

よって取引の対象となる財の支配・交換関係が

認識され，支払・受領に係る現金の金額によっ

て財の数量が決定されるのである。つまり，そ

のかぎりで，当該説明モデルはIjiri（1967）の

３公理を前提としており，そこにおいて，現金

は，Ijiri（1967）でいう「基本財」（basic class）

として機能することになるのである。そして，

現金収支の成果性は，当該各現金収支の原因事

象に照らして識別されることになる⑵。

Ⅲ モデル分析

この節では，前節で提示した複式簿記の説明

モデルを用いて，会計における利益計算構造の

理論分析を行う。そのために，極端に単純化し

た次のような設例を用いる。

設例

20XX年

5月 1日 現金￥300を元入れして開業した。

5月10日 商品￥300(３個，＠￥100)を仕入

れ，代金は現金で支払った。

5月25日 商品２個を￥240で販売し，代金は

現金で受け取った。

5月31日 平成19年５月度の決算を実施した。

１ 単式簿記による記帳処理

設例に示した一連の取引を，現金を記録対象

として，単式簿記（本稿での定義に従えば現金

収支とその原因事象の複記に依拠しない簿記）

によって記帳処理すれば，図１のようになるで

あろう。図１のような計算表は通常，現金出納

帳と呼ばれている。
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図１ 現金出納帳

20XX年

月 日
摘 要 収 入 支 出 残 高

5 1 資本元入れ 300 300

10 商品仕入れ 300 0

25 商品売上げ 240 240

31 次 期 繰 越 240

540 540

6 1 前 期 繰 越 240 240

現金出納帳においては，現金の増減および残高

が取引の発生順に記録・計算されるのみで，①現

金以外の財の増減および残高，②それらと現金の

増減および残高の有機的関係，③当期（記帳期間）

の活動成果（すなわち利益）は，示されない。し

かし，他方で，現金出納帳は，その記帳処理にお

いて専門的な知識や判断を必要としないという特

徴を持つ。したがって，現金収支の管理を主目的

とする場合には，現金出納帳方式（すなわち単式

簿記）が，実務的な適合性を持つことになる。

２ 複式簿記による記帳処理

現金出納帳で示されない上記①②③を明らかに

するためには，複式簿記による記帳処理が必要と

なる。そのメカニズムを純粋理論的に記述するた

めに，以下では前節で提示した説明モデルを先の

設例に適用し，モデルの展開を試みる。

設例に示した一連の取引を，モデルの原型であ

る仕訳様式にもとづいて記帳処理すれば，次のよ

うになる。

20XX年

５月１日 (借) 現 金 300 (貸) 資 本 金 300

(現金収入) (非成果収入原因事象）

５月10日 (借) 仕 入 300 (貸) 現 金 300

(成果支出原因事象) (現金支出）

５月25日 (借) 現 金 240 (貸) 売 上 240

(現金収入) (成果収入原因事象）

以上の記帳処理を通じて得られた原因事象の記

録を，成果性の有無を基準にして分類・集計する

ことによって，前掲の①②③が明らかにされる⑶。

とはいえ，じつは，そうした分類・集計だけでは，

①②③を明らかにすることはできない。①②③を

明らかにするためには，そうした分類・集計に加

えて，さらに，売れ残った期末商品の価額を決定

すること（すなわち財の評価）が必要となるので

ある。その作業は，時価基準で実施する場合と，

原価基準で実施する場合の２通りに大別される。

⑴ 時価基準による利益計算

まず，期末商品を時価基準によって評価する場

合を考える。具体的な時価として，再調達原価や

正味実現可能価額などを想定することが可能であ

ろうが（ASBJ2006，第４章），ここでは測定属性に

関する理論問題には立ち入らず，原価基準によら

ないということを強調する意味で次のような極端

なケース，すなわち期末商品の時価（利益計算の

前提となる時価）がゼロとなるケースを想定する

ことにする。このような極端なケースを想定する

ことによって，複式簿記にもとづく利益計算構造

の特徴をより鮮明に描出することができると考え

られるからである。期末商品の時価評価にもとづ

く決算仕訳を，説明モデルの様式に従って示せば，

次のようになる（売上等に関する決算仕訳は省

略）。
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20XX年

５月31日 (借) 損 益 300 (貸) 仕 入 300

(成果収支原因事象) (成果支出原因事象）

残 高 60 損 益 60

(非成果収支原因事象) (成果収支原因事象）

以上の決算仕訳にもとづいて当期の損益計算書

と貸借対照表を作成すれば，図２⒜⒝のようにな

る。

図２⒜ 損益計算書 図２⒝ 貸借対照表

売 上 原 価 300 売 上 高 240 現 金 240 資 本 金 300

当 期 損 失 60 当 期 損 失 60

300 300 300 300

⑵ 原価基準による利益計算

次に，期末商品を原価基準によって評価する場

合を考える。この場合，期末商品の評価額は100と

なる。期末商品の原価評価にもとづく決算仕訳を，

説明モデルの様式に従って示せば，次のようにな

る（売上等に関する決算仕訳は省略）。

20XX年

５月31日 (借) 繰 越 商 品 100 (貸) 仕 入 100

(非成果支出原因事象) (成果支出原因事象）

損 益 200 仕 入 200

(成果収支原因事象) (成果支出原因事象）

損 益 40 残 高 40

(成果収支原因事象) (非成果収支原因事象）

以上の決算仕訳にもとづいて当期の損益計算書

と貸借対照表を作成すれば，図３⒜⒝のようにな

る。

図３⒜ 損益計算書 図３⒝ 貸借対照表

売 上 原 価 200 売 上 高 240 現 金 240 資 本 金 300

当 期 利 益 40 商 品 100 当 期 利 益 40

240 240 340 340

３ モデルの補足的展開

以上に見てきた説明モデルは現金収支を鍵概念

として構築されているために，現金収支をともな

わない取引（すなわち非基本財の交換取引や一部

の決算取引など）を記帳処理の対象とすることが

できない。しかし，この問題は，同額の現金収入

と現金支出が介在する取引を擬制することで解消

される（Ⅳ節２参照）。減価償却を事例として，そ

の擬制取引の原型を示せば，次のようになる⑷。

(借) 現 金 ××× (貸) 機 械 ×××

(現金収入/現金戻り） (非成果支出原因事象）

(借) 減価償却費 ××× (貸) 現 金 ×××

(成果支出原因事象) (現金支出/現金戻し）
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Ⅳ モデル分析の解釈

この節では，前節でのモデル分析に筆者なりの

解釈を加えながら，複式簿記の背後にある基礎的

仮定とその理論的含意を描出していきたいと思

う。

１ 利益計算プロセスにおける会計人の判断

複式簿記に依拠することによってはじめて，基

本財である現金の増減および残高だけでなく，①

現金以外の財の増減および残高，②それらと現金

の増減および残高の有機的関係，③当期の利益を，

明らかにすることが可能となる。換言すれば，複

式簿記においては，基本財である現金の増減およ

び残高，現金以外の財の増減および残高，それら

と現金の増減および残高の有機的関係を明らかに

する一連の手続と不可分のプロセスを通じて，利

益が決定されることになるのである。ということ

は，すなわち，複式簿記のもとで展開される利益

計算プロセスにおいては，期中の継続的な取引記

録がすべて有機的に結びつけられているというこ

とである。

ここで留意されるべきは，そのプロセスは，会

計人の専門的な判断を抜きにしては機能しえない

ものとして存在しているということである。当該

プロセスにおいて，会計人の専門的な判断は，次

の2つの局面で介在する。

第１は，現金収支をその原因事象とともに複記

する局面（原始記入）においてである。この局面

では，現金収支の成果性の有無についての判断が，

当該各現金収支の原因事象の識別を通して行われ

る。そのさい，当該判断の規準となる成果性の意

味内容が問題となる。成果性の有無を，営業活動

を通じた資本主持分への影響の有無と考えるなら

ば，営業活動に係る原因事象であって，資本主持

分の増加をもたらすものを成果収入原因事象（収

益）として，減少をもたらすものを成果支出原因

事象（費用）として，それぞれ識別することにな

る。前節のモデル分析では，そうした識別規準に

依拠した記帳処理が示されている。

第２は，期末商品の価額を決定する局面（決算

記入）においてである。この局面では，次期以降

の利益計算において期末商品がいかなる貢献をも

たらすかに照らして，当該各期末商品の価額が決

定される。換言すれば，次期以降における期末商

品の成果性のいかんが，当該価額決定の規準とさ

れるのである。その成果性が皆無と判断された場

合（たとえば期末商品が市場価値を完全に喪失し

たような場合）はゼロと評価され，当期とまった

く同等と判断された場合は原価で評価される。Ⅲ

節２⑴のモデル分析は前者のケースを示したもの

であり，Ⅲ節２⑵のモデル分析は後者のケースを

示したものである。つまり，商品の仕入（より一

般的には財への投資）に込められた経営者の「未

来に関する期待」（Boulding1962,53）を決算記入に

あたって維持するか修正するかの判断が，この局

面でなされることになるのである⑸。

以上のことから，複式簿記を不可欠の技術的基

盤として成立し機能してきた慣習的な原価主義会

計⑹は，⒜経営者の「未来に関する期待」が次期以

降においても有効なものとして維持されるという

仮定のもとに，⒝現金収支のうらづけを持つ，⒞

営業活動の成果を，⒟継続的な記録にもとづいて，

認識・測定するシステムであるということが理解

されるのである。こうした特徴を有する，原価主

義会計のもとでは，財の購入時点で形成された経

営者の期待に沿って，財への投資資金の回収計算

が毎期継続的に展開されることになる。

２ 複式簿記の拡張の可能性

会計測定の３公理にもとづいて「原価主義の公

理的構造」を論じたIjiri（1967）は，「その他の測

定方法についても交換の判断を拡張して予期され

た交換あるいは想定された交換を含むようにする

ならば三つの要素（上記３公理―引用者注）で十分

となる」（85）と述べている。この指摘を本稿のモ

デル分析に適用すれば，以下のような議論が可能

となろう。

Ⅱ節２でふれたように，本稿で提示した説明モ

デルは現金収支を鍵概念として構築されている。

ということは，すなわち，当該モデルにおいては
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現金収支が記帳対象を制約する条件になっている

ということである⑺。とすれば，現金収支を規定す

る現金概念を拡張し，記帳対象を制約する条件を

緩和することによって，説明モデルの記帳対象を

拡張することが可能となるであろう。事実，Ⅲ節

のモデル分析においても，現金概念は，現金のみ

ならず，「商品などの財貨の売却または用役を提供

した際，対価として受け取る現金以外の支払手段」

（渡部2007，421）すなわち「現金等価物」（cash equiv-

alent）も包摂しうるものとして構成されている。

こうした現金概念の拡張によって，いわゆる現金

取引のみならず，現金等価物による信用取引も説

明モデルの記帳対象に取り込むことが可能となっ

ているのである。またⅢ節３で言及したように，

現金収支を擬制することで，非基本財の交換取引

や減価償却のような決算取引も説明モデルの記帳

対象に取り込むことが可能となる。現金概念を，

現在市場価格（擬制的現在現金）や，将来キャッ

シュ・フロー（擬制的将来現金）を含むものにま

で拡張すれば，説明モデルの記帳対象に取り組む

ことのできる取引の範囲はさらに広がることにな

るであろう⑻。

このような現金概念の拡張がどこまで是認され

るかが次に問われるべき問題となるが，こうした

問題についての立ち入った検討は本稿の課題を超

えたものとなる。ここでは，この問題に関連して

以下の２点を指摘するにとどめておきたい。第１

は，現金概念の拡張がどこまで是認されるかとい

う問題は究極的には，実務における「一般的承認

性」（general acceptance）の問題に帰着するとい

うことである。すなわち，この問題は，会計にお

ける制度変化⑼と関連しているのであって，先験

的な理論研究のみによっては決しえないものとな

るのである。第２は，現金概念の拡張は時価基準

にもとづく会計測定に道を開くが，会計的認識が，

前項（Ⅳ節１）で指摘した成果性の有無を規準に

して実施されるかぎり，会計モデルの基本的枠組

み（収益費用アプローチ）は維持されるというこ

とである。しかし，会計的認識の焦点が成果性の

認識から財の実在的認識に移行することになれ

ば，現金概念の拡張にともなう会計モデルの変化

はたんなる拡張ではなく，会計モデルの質的変容

を示すものとなるであろう。そのさいに措定され

る会計モデルの基本的枠組みは，資産および負債

の実在的認識・測定を会計の第一義的機能とみな

す会計観，すなわち資産負債アプローチとなる 。

Ⅴ お わ り に

以上によって，複式簿記の説明モデルにもとづ

いて会計における利益計算構造を純粋理論的に記

述し，その作業を通して複式簿記の背後にある基

礎的仮定とその理論的含意を描出するという本稿

の目的はおおむね達成されたものと思われる。

本稿でのモデル分析は，複式簿記のもとで展開

される利益計算が会計人の専門的な判断と不可分

の関係にあることを強調するものとなっている。

利益計算に会計人の判断が介在することに対して

は批判的な論調も散見されるが（たとえば

IASC1997,ch.1,par.4.15），どのような会計モデ

ルを構築するにせよ複式簿記の存在を前提とする

かぎり，利益計算から会計人の判断を完全に排除

することは不可能といってよい 。この点に関連

していえば，複式簿記はその固有の構造と堅牢性

から「無言の力」（井尻1990，40）を持ち，会計人の

判断を規律づけてきたという点にこそ，われわれ

はむしろ注目するべきであろう。すなわち，「複式

簿記のほんとうの重要性はその構造の美しさにあ

るのではなく，その構造が財産変動における原因

結果の関係を追究するようにわれわれに強制しわ

れわれのものの考え方に影響を及ぼすという点に

ある」（Ijiri1967,102）ということができるのであ

る。

利益計算に携わる会計人に任意の判断を随時に

下す自由が与えられているわけでは決してない。

利益計算のプロセスにおいて会計人に要請される

のは，複式簿記の構造に基礎づけられた高度に専

門的な判断である。複式簿記の本質を理解するさ

いには，複式簿記のこうした「無言の力」の存在

をふまえておく必要があろう。このことを最後に

指摘し，本稿のむすびとしたい。
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注
⑴ 本稿は，藤井（1997，第７章；2000）での理論
分析を再構成し，拡張したものである。
⑵ 以上から明らかなように，本稿で用いる説明モ
デルは，慣習的な複式簿記の本質的特徴を純粋理
論的に記述するためのツールとして構築された
ものであって，①個々の歴史的事実から帰納・演
繹したものでは必ずしもない，②慣習的な複式簿
記の完全な模写を目ざしたものではない，③ある
べき複式簿記を主張するものではないという性
質を持っている。
⑶ 現金収支は，現金収支表（現金出納帳）に収容
され，その時点で会計記録としての役割を基本的
に終えることになる。つまり，現金収支は，成果
計算と財産計算に直接的に関与しないのである。
この点については，藤井（1997，206）を参照され
たい。
⑷ 設例では，議論を単純化するために，こうした
現金収支をともなわない取引はすべて省略して
いる。
⑸ May（1943,183-184）でいう「有用な原価」は，
営業活動を通じて回収することが可能な原価を
意味している。留意されるべきは，「有用な原価」
の決定（いわゆる低価法による棚卸資産評価）に
時価基準が採用されたとしても，それは必ずしも
時価会計を意味しないということである。たとえ
ば，AICPA（1961,28）では，低価法は費用収益
の対応にもとづく適切な期間損益計算を実施す
るための一処理方法であり，したがってそれは原
価主義の枠内における配分の一形態であるとい
う見解が示されている。この点については，平敷
（1990，181）も参照されたい。
⑹ 複式簿記と原価主義会計の不可分性について
は，Ijiri（1967,109）を参照されたい。
⑺ したがって，利益計算において会計人の判断が
どのような形で介在しようとも，現金収支の総和
それ自体を変更することはできないのである。そ
の意味で，会計人の判断は，現金収支の総和によ
って「縁どられている」ということができよう。
この点については，藤井（1997，148）を参照され
たい。
⑻ この点に関するより立ち入った私見について
は，藤井（1997，第９章）を参照されたい。

⑼ ここでいう制度変化の意味については，藤井
（2007，第1章）を参照されたい。
この場合，かかる会計モデルから導出される利
益は，「包括利益」（comprehensive income）とな
る。この点については，藤井（2008，44-45）を参
照されたい。また，時価基準の導入に関連した会
計モデルの質的変容については，石川（2000，第５
章）での議論が参考になる。
会計人の判断の介在が会計情報の有用性をむ
しろ高めているという指摘もあり，さらにまたか

かる指摘は，会計利益情報（純利益情報）の価値
関連性に関する多くの実証研究の結果とも整合
している。この点については，Beaver（1998,6);
藤井（2007,166-169）を参照されたい。
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